
令和８年５月 舞鶴市立倉梯第二小学校 

れか一つでも発表された場合 

気象警報の発表等に伴う措置 

舞鶴市に（京都府北部に…ではありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前０時以降に発表された場合 どれか一つでも発表された場合 

午前７時までに解除 

通常どおり登校 

午前 11時より後に解除（または解除されていない） 

特別警報  

解除になってもその日は休業 

終日臨時休業

【 学習準備 】その日の予定すべて 

午前７時以降午前 11時の時点で解除 

〇昼食をすませ午後１時に  

〇出発時刻は普段の７時を 12 時に置き換えて考える。 

  例 ７：４０出発 → １２：４０出発 

〇全学年５・６校時授業 １５：２５下校 

【 学習準備 】休業になった日の予定すべて 【 学習準備 】休業になった日の予定すべて 

学
習
準
備
等
、
予
定
の
変
更
が
あ

れ
ば
メ
ー
ル
（CoDMON

）
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

警
報
発
表
の
状
況
に
つ
き
ま
し

て
は
、
各
ご
家
庭
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

上記の措置内容に従って対応していただきますよう、お願いいたします。 

令和８年度より追加 令和７年度より追加 


